　年　　月　　日

ごみステーション購入等助成金交付申請書

鷹栖町長　様

申請者名
代表者名	
代表者住所
電話番号

鷹栖町ごみステーション購入等助成金交付規則第５条第１項に基づき、助成金の交付を申請します。
	ごみステーション
	区　分
	新設　　　更新　　　塗装　　　修繕

	
	内　容
	

	
	台数
	台

	
	金　額
	円（消費税及び地方消費税額を含む）

	
	設置場所



備考
１　助成対象については、次のいずれにも該当する団体等とする。
(１)　ごみステーションを適正に維持管理できること。
(２)　ごみステーションの設置場所の調整ができること。
(３)　設置場所の協議又は設置状況の調査若しくは報告に応じることができること。
２　ごみステーションの助成金の額は、費用（消費税及び地方消費税額を含む）の３分の２に相当する額とし、15万円を限度額とする。ただし、予算の範囲内とする。
３　助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
４　ごみステーションの寸法及び形状並びに設置場所が分かる書類及びごみステーションの購入等に要した費用に関する証拠書類を添付すること。
５　申請書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。
